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 （趣旨） 

第１条 国立大学法人和歌山大学組織規則第１２条第２項の規定に基づき、国立大学法人和

歌山大学財務・施設委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１） 収入、支出及び予算の編成に関する事項 

（２） 予算の執行及び決算に関する事項 

（３） 資金及び資産の管理運用に関する事項 

（４） 教職員の人件費の管理に関する事項 

（５） 施設の将来計画に関する事項 

（６） 施設の有効利用に関する事項 

（７） その他財務・施設に関する重要事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号の委員をもって組織する。 

（１） 財務、施設担当の理事 

（２） 各学部選出教育研究評議会評議員 各１名 

（３） 学環から選出された教員 １名 

（４） 学長がセンター等の長の内から指名した教育研究評議会評議員１名 

（５） 財務課長 

（６） 施設整備課長  

（７） その他学長が指名した者 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、前条第１項第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

 （開会） 

第５条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、委員会を開くことができない。 

 （議決） 

第６条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 

 （監事） 

第６条の２ 監事は、委員会に出席し、意見を述べることができる。 

 （委員以外の者の出席） 

第６条の３ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

 （作業部会） 

第７条 委員会は、必要に応じ財務に関する立案について、作業部会を置くことができる。 

 （事務） 

第８条 委員会の事務は、財務課、施設整備課において処理する。 
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   附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年３月１８日一部改正：法人和歌山大学規程第３８１号） 

 この改正規程は、平成１７年３月１８日から施行し、平成１７年２月１６日から適用する。 

   附 則（平成１９年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第５５９号） 

 この改正規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年１１月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第７０４号） 

 この改正規程は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第７３９号） 

 平成２０年４月に、最初に第３条第１項第４号により観光学部から選出される委員の任期

は、第３条第２項の規定にかかわらず、平成２１年３月３１日までとする。 

   附 則（平成２２年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１０１７号） 

 この改正規程は、平成２２年７月１日から施行する。 

附  則（平成２４年６月２２日一部改正：法人和歌山大学規程第１３３８号） 

この改正規程は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第１４６１号） 

この改正規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２２日一部改正：法人和歌山大学規程第２１４３号） 

この改正規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第２５２０号） 

この改正規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 


